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(57)【要約】
【課題】吸引器を用いることなく簡便に使用でき、また
、結膜等に損傷を与えるおそれなく排液すること。
【解決手段】瞼裂内に滞留した液体を瞼裂外に排出する
ための排液器であって、眼瞼縁又は医療用ドレープに掛
止すべく鈎状に曲折して形成され、前記瞼裂内の液体又
は前記瞼瞼裂内から溢れ出た液体に接触して、該液体の
流路の始点を形成するフック部と、前記フック部から延
設され、前記フック部により導かれた液体を排出する紡
錘形状のボディ部と、を備えたことを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　瞼裂内に滞留した液体を瞼裂外に排出するための排液器であって、
　眼瞼縁又は医療用ドレープに掛止すべく鈎状に曲折して形成され、前記瞼裂内の液体又
は前記瞼裂内から溢れ出た液体に接触して、該液体の流路の始点を形成するフック部と、
　前記フック部から延設され、前記フック部により導かれた液体を排出する紡錘形状のボ
ディ部と、
　を備えたことを特徴とする排液器。
【請求項２】
　前記フック部の先端を、前記瞼裂内の結膜嚢に差し込むべく先細に形成したことを特徴
とする請求項１に記載の排液器。
【請求項３】
　前記フック部の先端を、へら状に形成したことを特徴とする請求項１または２に記載の
排液器。
【請求項４】
　前記フック部の先端を、前記ボディ部に向けて形成したことを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の排液器。
【請求項５】
　前記フック部の先端を、前記ボディ部から離れる方向に向けて形成したことを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の排液器。
【請求項６】
　前記フック部は、前記ボディ部に対して突出した凸部を含むことを特徴とする請求項１
乃至５のいずれか１項に記載の排液器。
【請求項７】
　前記フック部は、前記ボディ部の最太部より細く形成されていることを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか１項に記載の排液器。
【請求項８】
　前記フック部は、曲折部分が切削されていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれ
か１項に記載の排液器。
【請求項９】
　前記ボディ部は、軸に直角をなす面で切断した横断面が略円形状であることを特徴とす
る請求項１乃至８のいずれか１項に記載の排液器。
【請求項１０】
　前記ボディ部は、軸に直角をなす面で切断した横断面が略多角形状であることを特徴と
する請求項１乃至８のいずれか１項に記載の排液器。
【請求項１１】
　前記ボディ部は、背側に把持部を有することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか
１項に記載の排液器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、瞼裂内に滞留した液体を瞼裂外に排出するための排液技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記技術分野において、特許文献１に示されているように、瞼裂内に貯留した液体を、
吸引器を用いて外部に排出する技術が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－６０８９５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術では、電動の吸引器を用いる必要があることから、簡便性
に欠け、排液器を洗浄及び滅菌しなければならず、使用も煩雑であった。また、吸引器の
先端により角膜、結膜等に損傷を与えるおそれがあるとともに、吸引器を扱う介助者の技
術により、吸引効率が左右され、手術自体に支障を来たすおそれがあった。
【０００５】
　本発明の目的は、上述の課題を解決する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため本発明に係る排液器は、瞼裂内に滞留した液体を瞼裂外に排出
するための排液器であって、
　眼瞼縁又は医療用ドレープに掛止すべく鈎状に曲折して形成され、前記瞼裂内の液体又
は前記瞼裂内から溢れ出た液体に接触して、該液体の流路の始点を形成するフック部と、
　前記フック部から延設され、前記フック部により導かれた液体を排出する紡錘形状のボ
ディ部と、
　を備えたことを特徴とする。
　前記フック部の先端を、前記瞼裂内の結膜嚢に差し込むべく先細に形成したことを特徴
とする。
　前記フック部の先端を、へら状に形成したことを特徴とする。
　前記フック部の先端を、前記ボディ部に向けて形成したことを特徴とする。
　前記フック部の先端を、前記ボディ部から離れる方向に向けて形成したことを特徴とす
る。
　前記フック部は、前記ボディ部に対して突出した凸部を含むことを特徴とする。
　前記フック部は、前記ボディ部の最太部より細く形成されていることを特徴とする。
　前記フック部は、曲折部分が切削されていることを特徴とする。
　前記ボディ部は、軸に直角をなす面で切断した横断面が略円形状であることを特徴とす
る。
　前記ボディ部は、軸に直角をなす面で切断した横断面が略多角形状であることを特徴と
する。
　前記ボディ部は、背側に把持部を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、吸引器を用いることなく簡便に使用でき、また、角膜、結膜等に損傷
を与えるおそれなく瞼裂内に滞留した液体を瞼裂外に排出することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る排液器の構成を示す図である。
【図２Ａ】本発明の第１実施形態に係る排液器の使用状態を示す断面図である。
【図２Ｂ】本発明の第１実施形態に係る排液器の他の使用状態を示す断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る排液器の使用状態を示す平面図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る排液器の使用状態を示す斜視図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る排液器の使用状態を示す正面断面図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る排液器の正面図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る排液器の背面図である。
【図８】本発明の第１実施形態に係る排液器の底面図である。
【図９】本発明の第１実施形態に係る排液器の平面図である。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る排液器の底面図である。
【図１１】本発明の第３実施形態に係る排液器の使用状態の正面断面図である。
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【図１２】本発明の第４実施形態に係る排液器の構成を示す図である。
【図１３】本発明の第４実施形態に係る排液器の使用状態の正面断面図である。
【図１４】本発明の第５実施形態に係る排液器の構成を示す図である。
【図１５】本発明の第５実施形態に係る排液器の使用状態の正面断面図である。
【図１６】本発明の第６実施形態に係る排液器の構成を示す図である。
【図１７】本発明の第６実施形態に係る排液器の使用状態を示す断面図である。
【図１８】本発明の第７実施形態に係る排液器の構成を示す図である。
【図１９】本発明の第８実施形態に係る排液器の構成を示す図である。
【図２０】本発明の第８実施形態に係る排液器の使用状態を示す断面図である。
【図２１】本発明の第９実施形態に係る排液器の構成を示す図である。
【図２２】本発明の第９実施形態に係る排液器の使用状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明を実施するための形態について、図面を参照して、例示的に詳しく説明
を記載する。ただし、以下の実施の形態に記載されている、構成、数値、処理の流れ、機
能要素などは一例に過ぎず、その変形や変更は自由であって、本発明の技術範囲を以下の
記載に限定する趣旨のものではない。
【００１０】
　（第１実施形態）
　［排液器の構造］
　本発明の第１実施形態としての排液器１００の構造について、図１を用いて説明する。
図１は、本実施形態に係る排液器１００の構成を示す図である。排液器１００は、瞼裂内
に滞留した液体を瞼裂外に排出するために用いられる器具である。
【００１１】
　図１に示すように、排液器１００は、フック部１０１と、ボディ部１０３とを備える。
フック部１０１は、眼瞼縁又は医療用ドレープに掛止すべく鈎状に曲折して形成され、瞼
裂内の液体又は瞼裂内から溢れ出た液体に接触して、液体の流路の始点を形成する。ボデ
ィ部１０３は、フック部１０１から延設され、紡錘形状であって、フック部１０１により
導かれた液体を排出する。
【００１２】
　以上のような構成により、本実施形態によれば排液器は、掛止されたフック部に接触し
た液体を、ボディ部に伝わせて排出する。従って、吸引器を用いることなく簡便に使用で
き、かつ、結膜等に損傷を与えることなく容易に液体を排出することが可能である。
【００１３】
　［排液器の使用状態］
　排液器１００の使用状態について、図２Ａ、図２Ｂ、図３～図５を用いて説明する。図
２Ａは、本実施形態に係る排液器１００の使用状態の一例を示す図であり、排液器を設置
した瞼裂及びその周辺部分を、目頭と目尻を通る平面で切断した断面図である。図２Ｂは
、実施形態に係る排液器１００の使用状態の他の例を示す図である。図３は、排液器１０
０の使用状態を示す平面図であり、図４は、排液器１００の使用状態を示す斜視図である
。図５は、排液器１００を、軸１０３ｃに直角をなす面で切断して、眼瞼縁側から見た断
面図である。
【００１４】
　排液器１００は、図２Ａ及び図３、図４に示すように、眼球２３０と眼瞼縁２３３との
間の、目尻側の結膜嚢２３４に引っ掛けるように設置される。排液器１００は、フック部
１０１と、ボディ部１０３とを備える。医療用ドレープ２４０は、滅菌のために眼瞼縁２
３３及び不図示の睫毛を包みこむシート状の布であり、眼球部分には穴が設けられている
。図２Ａでは、フック部１０１とボディ部１０３とが眼瞼縁２３３及び医療用ドレープ２
４０を挟み込む形で、排液器１００が設置されている。
【００１５】
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　図２Ａに示すように、排液器１００のフック部１０１は、結膜嚢２３４に嵌め込むよう
に設置される。なお、液体２５０ａは点眼液であり、液体２５０ｂ、及び液体２５０ｃは
、点眼液、生理食塩水、人工房水、涙などである。
【００１６】
　フック部１０１は、先端部分が先細に形成されており、結膜嚢２３４に差し込むのに適
した形状となっている。また、フック部１０１の先端部分は、ボディ部１０３に向けて形
成されていても良く、ボディ部１０３から離れる方向に向けて形成されていても良い。
【００１７】
　排液器１００は、瞼裂内に滞留した液体２５０が結膜嚢２３４に差し込まれたフック部
１０１に触れると、フック部１０１を伝ってボディ部１０３に導かれることから、液体２
５０をボディ部１０３のテール部分を伝わせて瞼裂外に排出する。フック部１０１の先端
部分は、ボディ部１０３の最太部より細く形成されていることが望ましい。
【００１８】
　フック部１０１とボディ部１０３との境界に位置する首部１０１ａは、眼瞼縁２３３に
設置した際に、手術器具等が接触するのを回避するために、切削されている。首部１０１
ａは、図２Ａに示すように、目頭と目尻とを通る平面で切断した断面と垂直に交わる方向
から見ると、略平坦に切削された形状である。また、フック部１０１の曲折部分の内側は
、アール１０１ｂを有するように形成されている。なお、テール部分１０３ｂは、本実施
形態に係る排液器１００では先細の形状に形成されているが、丸味を帯びた形状であって
も良い（図１６）。
【００１９】
　排液器１００は、以上のような形状により、フック部１０１の表面に沿って伝わった液
体２５０ｂを、ボディ部１０３の底面に伝わせてテール部分１０３ｂから排出する。
【００２０】
　図２Ｂは、実施形態に係る排液器１００の使用状態の他の例を示す図であり、排液器を
設置した瞼裂及びその周辺部分を、目頭と目尻を通る平面で切断した断面図である。
【００２１】
　図２Ｂでは、フック部１０１が医療用ドレープ２４０に掛止されて、排液器１００が設
置されている。排液器１００は、患者の眼瞼縁２３３に設置することが困難な場合に、図
２Ｂに示すように、医療用ドレープ２４０に掛止して使用する。フック部１０１は、目頭
と目尻とを通る線上であって、眼瞼縁２３３と直接触れない位置に載置された医療用ドレ
ープ２４０に引っ掛けるように設置される。フック部１０１は、瞼裂内に滞留した液体２
５０ｂの液面が先端部分に達すると、フック部１０１及び医療用ドレープ２４０の間に生
じる毛細管現象により、フック部１０１が液体２５０ｂを吸い上げるようにボディ部１０
３に導き、テール部分から排出する。
【００２２】
　図３に示すように、開瞼器３１０を用いて、上眼瞼及び下眼瞼を上下に開いた状態で手
術を行なう。この状態で、生理食塩水などの液体を絶えず眼球上に点眼しながら手術が行
なわれる。また、眼内手術の場合には、眼内圧を維持するために粘性の高い人工房水を注
入することがあるが、そのような液体も、瞼裂内の角膜又は結膜周辺部に滞留する。
【００２３】
　そうして滞留した液体２５０ｂは、術野の清明性を乱し、施術を困難にすることがある
。特に、眼瞼幅が狭く、いわゆる奥目と呼ばれる眼であれば、このような液体の滞留が顕
著になり、施術の妨げとなってしまう。そこで、排液器１００を目尻側に設置し、瞼裂内
の液体を排出することで、術野の清明性を確保することが可能となる。
【００２４】
　排液器１００の設置位置は、目頭と目尻とを通る線上の位置３０１に限定されるもので
はなく、眼瞼縁２３３の目尻周辺であって、排液器１００を掛止可能な位置であれば良い
。排液器１００は、目頭と目尻とを通る線から、眼瞼縁２３３に沿って額側に移動した位
置３０２に設置されても良い。また、排液器１００は、眼瞼縁２３３に沿って頬側に移動
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した位置３０３に設置されても良い。排液器１００の設置位置は、これらの位置に限定さ
れるものではなく、液体２５０を瞼裂外に排出することが可能な位置であれば良い。
【００２５】
　図４は、排液器１００の使用状態を示す斜視図である。図４に示すとおり、施術者は、
排液器１００のフック部１０１の先端部分を、目頭と目尻とを通る線上に位置する眼瞼縁
２３３の結膜嚢に差し込んで設置する。
【００２６】
　排液器１００のテール部分を、眼瞼縁２３３に設置されたボディ部１０３の位置より、
耳側に下がった位置に保つことで、眼瞼縁２３３からスムーズに液体２５０を排出するこ
とができる。
【００２７】
　図５は、排液器１００を、軸１０３ｃに直角をなす面で切断した断面図であり、排液器
１００を瞼裂側の軸１０３ｃと水平方向に見た図である。
【００２８】
　図５に示すとおり、排液器１００のボディ部１０３は、眼瞼縁２３３と接触した状態で
あり、ボディ部１０３の腹部１０３ａに液体２５０を伝わせる。ボディ部１０３、腹部１
０３ａに丸味を持たせ、断面が略円形状であって、液体２５０が表面を伝うのに適した形
状である。液体２５０の流量が増えた場合には、液体２５０の液面と、ボディ部１０３の
腹部１０３ａの表面（矢印で図示）との接点は、垂直方向に上昇する。
【００２９】
　［排液の仕組み］
　図２Ａに示すとおり、瞼裂内の液体２５０ｂは、フック部１０１の曲折部分に触れると
、液体２５０ｂのフック部１０１に対する付着力（表面張力）とフック部１０１の表面の
濡れ性と毛細管現象とにより、フック部１０１の表面に沿って瞼裂外に排出される。ここ
で表面張力は、異種の物質が接触したときに互いに引き合う力であるので、本実施形態に
おいては、液体２５０と、固体であるフック部１０１とが接触したときに、相互に引き合
う力として作用する。毛細管現象は、細い管の内側の液体が管の中を上昇／下降する現象
である。本実施形態においては、ボディ部１０３の腹部１０３ａの表面と医療用ドレープ
２４０とで形成された隙間が毛細管として機能し、液体２５０ｂが瞼裂外に導かれる。
【００３０】
　一方、図２Ｂのように排液器１００が医療用ドレープ２４０に掛止されている場合には
、液体２５０ｂは、瞼裂内に滞留する量が徐々に増えると、表面張力により瞼裂内の液面
が徐々に隆起し、眼瞼縁２３３に差し込まれたフック部１０１に触れる。この場合、フッ
ク部１０１と医療用ドレープ２４０との空間に形成された隙間が毛細管として機能し、毛
細管現象により液体２５０ｃがその隙間を下降する。
【００３１】
　［排液器の形状］
　図６は、排液器１００の正面図である。排液器１００は、正面から見ると、全体として
丸味を帯びた形状である。そして、フック部１０１の先端部分がボディ部１０３の腹側に
、鋭角に曲折していることから、先端部分の末端は、正面から見ることはできない。
【００３２】
　図７は、排液器１００の背面図である。排液器１００は、背面から見ると、フック部１
０１の先端部分が、ボディ部１０３の腹側に曲折されている。また、フック部１０１の曲
折部分は、内側表面が曲面に形成されており、平面である場合と比べて、液体が均一に伝
いやすいように形成されている。例えば、表面が平板な面のみで形成されている場合には
、平板な面同士が接する境界に形成される角を、液体が伝って垂下しやすくなることから
、液体が曲折部分の内側表面を均一に伝うことは不可能である。
【００３３】
　図８は、排液器１００の底面図である。排液器１００は、底面から見ると、フック部１
０１の先端部分が、ボディ部１０３の方向に曲折されている。そして、ボディ部１０３は
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、腹側が丸味を帯びており、液体２５０が排液器１００の表面に付着しやすい形状に形成
されている。
【００３４】
　図９は、排液器１００の平面図である。排液器１００は、平面から見ると、ボディ部１
０３に最太部を有し、テール部分に向かって先細の形状に形成されている。
【００３５】
　排液器１００は、銀、ステンレス等の金属や、シリコーンのように、型により成形でき
る材料を用いて形成されることが望ましい。また、排液器１００は、煮沸消毒などにより
、繰り返し利用できる材料により成形されることが望ましい。さらに、高い排液効率を維
持できる濡れ性の良い材料を用いて形成されることが望ましい。
【００３６】
　以上の構成により、本実施形態に係る排液器によれば、瞼裂内に滞留する液体を、眼瞼
縁または医療用ドレープに掛止して設置されたフック部の先端部分より導き、ボディ部を
伝わせて排出する。従って、本実施形態に係る排液器は、吸引器を用いることなく簡便に
使用でき、かつ、結膜等に損傷を与えることなく容易に液体を排液することが可能である
。
【００３７】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態としての排液器１０００について、図１０を用いて説明する。図
１０は、本実施形態に係る排液器１０００の構成を示す図であり、排液器１０００は、鈎
状に曲折して形成されたフック部１００１の先端部分が、へら状に形成されている。１０
１０は、排液器１０００を底面から見た状態であり、１０２０は、排液器１０００を右側
面から見た状態である。
【００３８】
　フック部１００１は、へら状に形成されることにより、第１実施形態の排液器１００と
比べて、設置された眼瞼縁に接する面積が増えるため、眼瞼縁に対してより安定的に設置
される。また、フック部１００１は、へら状に形成されることにより、第１実施形態の排
液器１００と比べて、液体と接する面積が増えるため、液体の流路をより広範囲に確保す
ることができ、また、より多量の液体をボディ部に導くことが可能である。
【００３９】
　以上の構成により、本実施形態に係る排液器によれば、眼瞼縁に掛止するフック部は、
先端部分がへら状であることから、設置位置に関わらずより安定的に掛止される。また、
排液器は、フック部の先端部分がへら状であることから、より多量の液体を排出すること
が可能である。
【００４０】
　（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態としての排液器１１００について、図１１を用いて説明する。図
１１は、本実施形態に係る排液器１１００を正面から見た断面図である。
【００４１】
　図１１に示すように、不図示のフック部から延設されたボディ部１１０３の腹部１１０
３ａは、眼瞼縁側から見た横断面が略Ｖ字形状に形成されている。
【００４２】
　ボディ部１１０３の腹部１１０３ａの表面は、眼瞼縁２３３と接触していないため、排
液器１１００は、腹部１１０３ａと眼瞼縁２３３との間に形成された隙間が毛細管として
機能し、毛細管現象により液体２５０がその隙間を下降する。
【００４３】
　腹部１１０３ａは、眼瞼縁２３３と接触していないこと、また、表面の形状が円弧状に
形成されていることから、液体の流路を広範囲に形成する。なお、排液器１００は、ボデ
ィ部１１０３の腹部が、眼瞼縁２３３に接触するように設置されても良い。
【００４４】
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　以上の構成により、本実施形態に係る排液器によれば、ボディ部の横断面がＶ字形状に
形成されていることから表面積が広く形成されるため、多量の液体を保持でき、かつ、容
易に排出することが可能である。
【００４５】
　（第４実施形態）
　本発明の第４実施形態としての排液器１２００について、図１２を用いて説明する。図
１２は、本実施形態に係る排液器１２００の構成を示す図である。排液器１２００は、ボ
ディ部１２０３の腹側に凹部１２０３ａを設け、フック部１２０１の曲折部分からテール
部分にかけて凹状の溝を延設して形成されている。
【００４６】
　図１２に示す排液器１２００は、軸に直角をなす面で切断して眼瞼縁側から見た横断面
であり、断面形状が人間の歯の縦断面の形状と同様である（図１３）。
【００４７】
　図１３に示す排液器１２００は、ボディ部１２０３の腹側に凹部１２０３ａ及び凸部１
２０３ｂを備える。
【００４８】
　凹部１２０３ａは、ボディ部１２０３の腹側底面の中央を、フック部の曲折部分からテ
ール部分にかけて凹状に欠切することにより形成されており、凸部１２０３ｂは、凹部１
２０３ａを挟むように形成されている。排液器１２００は、凹部１２０３ａ及び凸部１２
０３ｂが形成されることにより、第１実施形態の排液器１００と比べてボディ部１２０３
の表面積が増えることから、液体２５０の流路をより広範囲に確保することができる。
【００４９】
　以上の構成により、本実施形態に係る排液器によれば、掛止されたフック部の先端部分
から導いた液体を、凹凸状のボディ部表面に伝わせて排出する。本実施形態に係る排液器
は、吸引器を用いることなく簡便に使用でき、かつ、多量の液体を容易に排出することが
可能である。
【００５０】
　（第５実施形態）
　本発明の第５実施形態としての排液器１４００について、図１４を用いて説明する。図
１４は、本実施形態に係る排液器１４００の構成を示す図である。排液器１４００は、ボ
ディ部１４０３の腹側に複数の凹部１４０３ａを設け、フック部１４０１の曲折部分から
テール部分にかけて複数の凹状の溝を延設して形成されている。
【００５１】
　排液器１４００は、軸に直角をなす面で切断して眼瞼縁側から見た横断面であり、断面
形状が凹状及び凸状に複数箇所欠切して襞状に形成された、略多角形状である（図１５）
。
【００５２】
　図１５に示す排液器１４００は、ボディ部１４０３の腹側に複数の凹部１４０３ａ及び
複数の凸部１４０３ｂを備える。
【００５３】
　凹部１４０３ａは、ボディ部１４０３の腹側に、フック部の曲折部分からテール部分に
かけて凹状に欠切しており、凸部１４０３ｂは、凹部１４０３ａと交互に形成されている
。
【００５４】
　排液器１４００のボディ部１４０３は、複数の凹部１４０３ａ及び凸部１４０３ｂが形
成されることにより、第１実施形態の排液器１００と比べて表面積が増えることから、液
体２５０の流路をより広範囲に確保することができる。
【００５５】
　以上の構成により、本実施形態に係る排液器によれば、掛止されたフック部の先端部分
から導いた液体を、複数の凹部及び凸部を有するボディ部表面に伝わせて瞼裂内から排出
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する。本実施形態に係る排液器は、吸引器を用いることなく簡便に使用でき、かつ、多量
の液体を容易に排出することが可能である。
【００５６】
　（第６実施形態）
　本発明の第６実施形態としての排液器１６００について、図１６を用いて説明する。図
１６は、本実施形態に係る排液器１６００の構成を示す図である。
【００５７】
　図１６に示すように、排液器１６００は、図２Ａに示す排液器１００と比べてボディ部
１６０３のテール部分の長さが短く、先端部分に丸味みを帯びた形状に形成されている。
【００５８】
　図１７は、本実施形態に係る排液器１６００が設置された眼瞼縁及びその周辺部分を、
目頭と目尻を通る平面で切断した断面図である。排液器１６００は、フック部１６０１と
、テール部分の長さを短く形成したボディ部１６０３とを有する。
【００５９】
　ボディ部１６０３は、排液器１００と比べて短く形成されているとしても、フック部１
６０１を伝う液体２５０の量は一定であり、この液体２５０をボディ部１６０３の表面を
伝わせてテール部分から排出する量も一定である。すなわち、排液器１６００は、瞼裂内
から排出する液体２５０の量は、ボディ部１６０３の長さを排液器１００より短く形成し
ても、排液器１００と同等である。
【００６０】
　以上の構成により、本実施形態に係る排液器によれば、ボディ部の長さを短く形成した
としても、掛止されたフック部の先端部分にから導かれる液体の量に変化はなく、ボディ
部から排出する量にも変化はない。そして、本実施形態に係る排液器は、吸引器を用いる
ことなく簡便に使用でき、かつ、容易に液体を排液することが可能である。
【００６１】
　（第７実施形態）
　本発明の第７実施形態としての排液器１８００について、図１８を用いて説明する。図
１８は、本実施形態に係る排液器１８００の構成を示す図である。排液器１８００は、図
２に示す排液器１００と比べてボディ部１８０３の背側に、把持部１８７０を有する。
【００６２】
　排液器１８００は、フック部１８０１の先端部分が先細の形状に形成されており、ボデ
ィ部１８０３が紡錘形状であり、テール部分も末端に向かって先細の形状に形成されてい
る。さらに、排液器１８００は、表面全体が丸味を帯びるように曲面で形成されているこ
とから、全体として保持し難い形状である。
【００６３】
　そこで、把持部１８７０がボディ部１８０３の背側に形成されることにより、使用者は
、排液器１８００の保持が極めて容易になる。把持部１８７０は、本実施形態に係る把持
部の形状に限られず、使用時に把持に適した形状であることが望ましい。また、把持部１
８７０の設置は、本実施形態に係る把持部の設置位置に限られず、使用時に把持に適した
位置であって、手術の進行を妨げない位置に設置されることが望ましい。
【００６４】
　以上の構成により、本実施形態に係る排液器によれば、眼瞼縁に設置する際、または眼
瞼縁から取り外す際に、容易に把持することが可能である。また、本実施形態に係る排液
器は、瞼裂内に滞留した液体を排出するために、吸引器を用いることなく簡便に使用でき
、また、結膜等に損傷を与えるおそれなく極めて容易に眼瞼縁または医療用ドレープに脱
着可能である。
【００６５】
　（第８実施形態）
　本発明の第８実施形態としての排液器１９００について、図１９を用いて説明する。図
１９は、本実施形態に係る排液器１９００の構成を示す図である。排液器１９００は、図
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て凸状の弓状に曲折して形成されている。
【００６６】
　図２０は、本実施形態に係る排液器１９００の使用状態を示す断面図であり、排液器１
９００を設置した瞼裂及びその周辺部分を、目頭と目尻を通る平面で切断した断面図であ
る。
【００６７】
　排液器１９００は、フック部１９０１とボディ部１９０３との間が、眼瞼縁２３３の厚
みと比べて狭く形成されていることから、眼瞼縁２３３に設置されることは困難な形状で
ある。
【００６８】
　フック部１９０１の先端部分は、ボディ部１９０３から離れる方向に曲折して形成され
ることにより、医療用ドレープ２４０に設置された際に、図２Ｂに示す排液器１００のフ
ック部１０１と比べて、液体２５０の液面に近づく。これにより、排液器１９００は、フ
ック部１９０１の先端部分、医療用ドレープ２４０、及び液体２５０との間に毛細管現象
が生じやすくなり、瞼裂内に滞留した液体をより効率良く排出することが可能になる。
【００６９】
　以上の構成によれば、本実施形態に係る排液器を瞼裂縁ではなく医療用ドレープに設置
した場合にも、瞼裂内から液体を効果的に排出することが可能となる。また、本実施形態
に係る排液器は、フック部分が液体表面に対して突き出るように医療用ドレープに設置さ
れることから、フック部分の先端部分が液面に接しやすく、効率良く液体を排出すること
が可能である。
【００７０】
　（第９実施形態）
　本発明の第９実施形態としての排液器２１００について、図２１を用いて説明する。図
２１は、本実施形態に係る排液器２１００の構成を示す図である。図２に示す排液器１０
０と比べた場合、排液器２１００のフック部２１０１は、その先端に、ボディ部２１０３
に対して突出した凸部２１０１ａを含むように形成されている点で異なる。
【００７１】
　図２２は、本実施形態に係る排液器２１００の使用状態を示す断面図であり、排液器２
１００を設置した瞼裂及びその周辺部分を、目頭と目尻を通る平面で切断した断面図であ
る。排液器２１００を眼瞼縁２３３に設置した際、ボディ部２１０３に対して突出した凸
部２１０１ａが、眼瞼縁２３３又は結膜嚢２３４に引っかかるため、図２Ａに示す排液器
１００のフック部１０１と比べて、外れにくくなっている。したがって、手術中に生じる
振動などにより排液器２１００が眼瞼縁２３３から外れることを回避できる。
【００７２】
　以上の構成により、本実施形態に係る排液器によれば、手術中に排液器が外れることを
回避できる。これにより、本実施形態に係る排液器は、吸引器を用いることなく簡便に使
用でき、また、安定的に液体を排出することが可能である。
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【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図３】



(12) JP 2012-176145 A 2012.9.13

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】



(17) JP 2012-176145 A 2012.9.13

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月30日(2011.6.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　瞼裂内に滞留した液体を瞼裂外に排出するための排液器であって、
　眼瞼縁又は医療用ドレープに掛止すべく鈎状に曲折して形成され、前記瞼裂内の液体又
は前記瞼裂内から溢れ出た液体に接触して、該液体の流路の始点を形成するフック部と、
　前記フック部から延設され、前記フック部により導かれた液体を排出するボディ部と、
を備え、
　前記フック部は、先端をへら状に形成され、
　前記ボディ部は、腹部とテール部とを有し、前記腹部の眼瞼縁側表面と前記眼瞼縁又は
前記医療用ドレープとの隙間を伝わせて、前記テール部の表面に到達した後に液体を排出
すること、
　を特徴とする排液器。
【請求項２】
　へら状の前記フック部の幅は、前記ボディ部の最太部の幅より狭く形成されていること
を特徴とする請求項１に記載の排液器。
【請求項３】
　前記フック部は、曲折部分が切削されていることを特徴とする請求項１または２に記載
の排液器。
【請求項４】
　前記ボディ部は、軸に直角をなす面で切断した横断面が略円形状であることを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の排液器。
【請求項５】
　前記ボディ部は、軸に直角をなす面で切断した横断面が略多角形状であることを特徴と
する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の排液器。
【請求項６】
　前記ボディ部は、背側に把持部を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１
項に記載の排液器。
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